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Ⅰ 地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保

１ 中期財政計画に基づく一般財源総額の確保

「中期財政計画」においては、地方財政について、国の歳出の見直しと基調を合わせつつ、地方の

安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源の総額については、平成26年度及び平成27年度におい

て、平成25年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとの方針が明記され

た。

平成26年度地方財政計画策定にあたっては、社会保障と税の一体改革の実施による引上げ分の消費

税収を充てることとされている社会保障の充実や消費税率引上げに伴う社会保障支出の増に係る地方

負担の増はもとより、地方の社会保障関係費の自然増及び社会保障支出以外の経費の消費税率引上げ

に伴う歳出の増について、地方の財政需要を地方財政計画に的確に反映すべきである。地方が、地域

経済の活性化、雇用対策、教育、医療、子育て支援や高齢者対策等の福祉、安全、国土強靱化のため

の防災・減災等の行政サービスを十分に担えるよう、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額

を確保すべきである。

特に、地方交付税については、成長力の違いにより地域間格差が拡大する虞がある中、本来の役割

である財源調整機能と財源保障機能が適切に発揮されることが経済効果を地域の隅々に波及させるた

めに必要であり、その総額を確保するとともに、法定率の引上げを含めた抜本的な見直しを検討し、

特例措置に依存しない持続可能な制度の確立を目指すべきである。
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国 地方 国 地方

Ａ 7.8兆円程度 5.4兆円程度 2.4兆円程度 13.5兆円程度 9.3兆円程度 4.2兆円程度

(3%) (2.08%) (0.92%) (5%) (3.46%) (1.54%)

Ｂ 1.1兆円程度 0.8兆円程度 0.3兆円程度 2.7兆円程度 1.85兆円程度 0.85兆円程度

Ｃ＝Ａ－Ｂ 6.7兆円程度 4.6兆円程度 2.1兆円程度 10.8兆円程度 7.5兆円程度 3.3兆円程度

年金国庫負担金の２分の１
（平成24年度・25年度の基礎年金国庫負担割合2分

の１の差額に係る費用を含む）

a 2.9兆円程度 2.9兆円程度 － 2.9兆円程度 2.9兆円程度 －

消費税引上げに伴う
社会保障支出の増（はね返り増）

b 0.2兆円程度 0.18兆円程度 0.03兆円程度 0.8兆円程度 0.7兆円程度 0.1兆円程度

後代へのつけ回しの軽減 C-a-b 3.6兆円程度 1.5兆円程度 2.1兆円程度 7.0兆円程度 3.8兆円程度 3.2兆円程度

（参考）

1.8兆円程度/年 1兆円程度/年 0.8兆円程度/年 1.8兆円程度/年 1兆円程度/年 0.8兆円程度/年

0.8兆円程度 0.4兆円程度 0.4兆円程度 1.4兆円程度 0.7兆円程度 0.7兆円程度

（注）四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。

（注）社会保障支出の自然増については、Ｃを財源として措置することが考えられる。

（注）内閣府資料（H24）、財務省資料（H25）、総務省資料(H25）より作成。

（注）社会保障の充実、社会保障の安定化等の国・地方の内訳は、一定の仮定のもとで試算。

社会保障４経費以外の
消費税引上げに伴う支出増　（はね返り増）

国・地方（３％引上げ時）　[H26.4～8%] 国・地方（５％引上げ時（平年度））　[H27.10～10%]

消費税収（国・地方）

社会保障の充実

社会保障の安定化

社会保障支出の自然増

社会保障・税一体改革に伴う地方歳出の増加について 富山県資料
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「中期財政計画」（H25.8.8閣議了解）における地方行財政関係部分（抜粋）

Ⅱ．財政健全化に向けた目標

○ 経済再生が財政健全化を促し、財政健全化の進展が経済再生の一段の進展に寄与するという好循
環を目指し、持続的成長と財政健全化の双方の実現に取り組む。

○ そうした取組の下、国・地方を合わせた基礎的財政収支について、2015年度までに2010年度に比べ
赤字の対GDP比を半減、2020年度までに黒字化、その後の債務残高対GDP比の安定的な引下げを目
指す。

○ 当面、平成27年度（2015年度）の目標達成に向けて、平成26年度（2014年度）及び平成27年度（2015
年度）の国・地方を合わせた基礎的財政収支の改善に注力する。平成27年度（2015年度）の目標達成の
ためには、民需主導の持続的成長が実現した経済の姿の下で、国・地方を合わせた基礎的財政収支を
平成25年度（2013年度）から17兆円程度改善する必要がある。
まずは、国・地方の基礎的財政収支赤字の大宗を占める国の一般会計の基礎的財政収支赤字につい
て改善を図る必要があり、歳出・歳入両面で最大限努力する。

○ これらにより、国の一般会計の基礎的財政収支について、少なくとも、平成26年度及び平成27年度の
各年度４兆円程度改善し、平成26年度予算においては▲19兆円程度、平成27年度予算においては▲15
兆円程度とし、これをもって、国・地方の基礎的財政収支赤字対GDP比半減目標の達成を目指す。

○ 地方財政についても、地方財政の安定的な運営の観点を踏まえ、国の歳出の取組と基調を合わせつ
つ、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源の総額については、平成26
年度及び平成27年度において、平成25年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確
保する。

◎当面の財政健全化に向けた取組等について－中期財政計画－＜平成25年8月8日閣議了解＞

Ⅲ．平成27年度（2015年度）の目標達成に向けて

１ 基本的な取組

４



２ 歳出面・歳入面の取組

○ 地方財政については、経済再生に合わせ、歳出特別枠等のリーマンショック後の危機対応モードから
平時モードへの切替えを進めていく必要があり、歳入面・歳出面における改革を進めるほか、頑張る地
方に対する支援を進める。

＜続き＞

Ⅳ．平成32年度（2020年度）の目標達成に向けて

○ 各年度の予算において、歳出面においては、無駄の排除などを通じて基礎的財政収支対象経費を極
力抑制しつつ、経済成長によりGDPを増大させることにより、基礎的財政収支対象経費の対GDP比を逓
減させていくことを基本とする。

○ 歳入面においては、経済成長を通じて税収の対GDP比の伸長を図っていくことを基本とする。さらに、
これらの努力を継続する中で、人口高齢化等を背景として増大する社会保障については、制度改革を
含めた歳出・歳入両面の取組によって財源を確保することを検討する。

○国・地方の基礎的財政収支

平成25年度（2013年度）▲34.0兆円 → 平成27年度（2015年度）▲17.1兆円程度

○国の一般会計の基礎的財政収支の目安

平成25年度

(2013年度）

平成26年度

(2014年度）

平成27年度

(2015年度）

国の一般会計の基礎
的財政収支の目安

▲23兆円 ▲19兆円程度 ▲15兆円程度

(別紙）基礎的財政収支の見通し

５



Ⅰ 地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保

２ 歳出特別枠の堅持
「骨太の方針」及び「中期財政計画」において、地方財政については、国の歳出の見直しと基調を合

わせることとされており、特に、リーマンショック後に創設された地域経済の活性化や雇用対策のため

の歳出特別枠などを、経済再生に合わせ、削減する必要があるとされている。我が国経済は緩やかに回

復しつつあるものの、地方の中小企業を取り巻く経済環境は依然として厳しく、安定的な雇用も十分確

保されていないことから、これらの財政需要について地方財政計画に十分措置すべきであること、ま

た、そもそも地方が国の法令等により義務的に実施する事業や住民生活を守るために必要な地方単独事

業について同様に明確に措置すべきであることから、これらの措置がなされるまでの間は、地方が責任

をもって地域の活性化の取組みを実施するための財政措置を堅持すべきである。

６

１．地方財政計画における歳出特別枠
(単位：億円)

H20 H21 H22 H23 H24 H25

地方再生対策費 4,000 4,000 4,000 3,000 － －

地域雇用創出推進費 － 5,000 － － － －

地域活性化・雇用等対策費 － － 9,850 12,000 － －

地域経済基盤強化・雇用等対策費 － － － － 14,950 14,950

計 4,000 9,000 13,850 15,000 14,950 14,950

２．地方交付税の別枠加算
(単位：億円)

H20 H21 H22 H23 H24 H25

別枠加算(※） － 10,000 14,850 12,650 10,500 9,900

(※）既往法定加算等及び臨時財政対策特例加算とは別枠でなされる、地方の財源不足の状況等を踏まえた加算。

歳出特別枠・別枠加算の推移

《 平成26年度税財政等に関する提案（H25.10全国知事会）（抜粋) 》



国を大きく上回る行財政改革の実施

社会保障関係費が増加する中で、給与関係費や投資的経費を大幅に削減

(注)内訳が公表されていない一般行政経費（単独分）に係る社会保障関係費は、社保以外に算入。

(注)社会保障関係費は、一般行政経費（単独分）相当分（乳幼児・妊産婦医療費助成、保育料軽減事
業費補助金など地方独自の取組み）を含む。

－4.0兆円 ＋9.1兆円 －16.5兆円

－3.8兆円 ＋9.2兆円 －9.7兆円

７



地方財源不足の推移

８

総務省資料

折半対象

財源不足額

折半対象以外

財源不足額



Ⅰ 地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保

３ 地方公務員給与の取扱い

地方公務員給与費については、平成25年度地方財政計画において、平成25年７月から９ヶ月間、国

家公務員と同様の給与削減が実施されることを前提に地方公務員給与費約8,500億円（義務教育費国庫

負担金等約650億円を含む。）が削減され、平成25年３月に地方交付税法が改正された。

地方の行革努力を適切に評価せず、地方の固有財源を国の政策目的を達成する手段として活用する

ことは極めて不適切であり、地域経済再生に向けた取組みを国・地方一丸となって進める必要がある

中で、地域の消費腰折れを回避しなければならないとの観点からも、平成26年度以降は二度と行うべ

きではない。

・地方公務員の給与は、地方自治法及び地方公務員法により、それぞれの地方公共団体が議会の議決を経て、条例に基
づいて自主的に決定するものとされており、国が地方公務員の給与削減を実質的に強制することは、地方自治の根幹に関
わる問題である。地方の自主性を尊重し、給与の引下げ要請は今回限りとし、二度と行わないこと。

・地方公務員法第24 条第3 項では、地方公務員給与は、国家公務員給与のみでなく生計費、他の自治体の給与、民間給
与その他の事情を考慮するものとされており、労働基本権の制約の代償措置として、中立的な立場から民間給与等を総合
勘案して行われる人事委員会勧告を尊重すべきであって、安易に国家公務員給与のみと比較しないこと。

９

（参考）地方公務員給与のあり方についての提言（平成２５年７月９日全国知事会）＜抜粋＞

２ 地方公務員の給与のあり方

３ 国と地方の協議

・今回は、「国と地方の協議の場」での十分な協議を経ることなく要請がなされたが、こうした問題の対処の決定に当たって
は、国と地方双方の納得を得ることが必要であり、今回のように一方的な地方への要請は、二度と行わないこと。
・今後の国・地方の公務員の総人件費や給与制度のあり方については、国と地方の検討の場を設け、地方と十分協議を行
うこと。

《 平成26年度税財政等に関する提案（H25.10全国知事会）（抜粋) 》



国を大きく上回る行財政改革の実施

○地方公務員の数はH6：328万人（ピーク時）

→H24:277万人（51万人、16%の減）

○都道府県の職員数（一般行政）は、H13年度から23

年度までに１９％減少

●一方、国の非現業職員は、H13年度から23年度まで

に３％の減少にとどまる

○市町村合併の進展等により、市町村の数はH11：3,232団体→H24：1,719団体となりほぼ半減。議員数も半減

(▲49%）、職員数は２割減(▲18%)

職員数の削減

市町村合併の進展

○全ての都道府県で独自カットを実施。H11年度から24年度までの削減実績は２兆円を超える

●一方、国はH24年度及び25年度の2ヵ年で約6,000億円の給与カット

○H25における地方公務員給与の減額要請に対しては、地方公共団体のうち49.7％が削減の取組を実施し、都道府県

については、87.3％が実施。（H25.6.7総務省調べ）

給与カットの実施

（指数）

国（非現業）

都道府県(一般行政）

全国知事会調べ

(注）職員数は独立行政法人化及び地方独立行政法人化による減員を除いて指数化

1０



平成２５年度における地方公務員給与の減額要請に対する地方公共団体の実施状況
（１０月１日現在）を調査し、その回答を取りまとめたもの。

総務省資料

１１



１２

Ⅱ 税制抜本改革の推進

１ 地方法人特別税の抜本的な見直し

地方法人特別税は、あくまで暫定的な措置として導入されたものであり、税制抜本改革による地方消
費税の引上げ等により、地域間の偏在性が小さく安定性の高い地方税体系の確立を図るとともに、それ
に対応して、その廃止等を図ることを基本として検討すべきである。

２ 税源の偏在性の是正

税制抜本改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税のあり方を見直すことにより税源の偏
在性を是正する方策を講ずるべきである。

地方消費税は地方法人課税などと比べ地域間の税収の偏在性が比較的小さい税ではあるものの、一人
当たり税収で最大２倍の格差が存在していること、さらに、不交付団体には社会保障給付支出の増加額
を上回る地方消費税の増収が生じる一方、交付団体については、これが地方交付税の振替である臨時財
政対策債の減少により相殺されることになる結果、不交付団体と交付団体の間の財政力格差がさらに拡
大するといった課題が生ずる。そのため、今後も地方分権改革を進め、地方税源の更なる充実を実現し
ていくためには、税源の偏在是正策を講じることが必要不可欠である。

このため、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築を図る観点から、まずは、偏在性が小さ
く税収が安定的な消費税と偏在性が大きく税収が景気に左右されやすい地方法人課税との税源交換など
について検討すべきである。

《 平成26年度税財政等に関する提案（H25.10全国知事会）（抜粋) 》



平成２３年度地方法人特別譲与税による影響額実績

1３（H25.9.17 全国知事会 地方税財政制度研究会 報告書より）
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個人住民税 地方法人二税 固定資産税地方消費税（清算後）

最大／最小：２．５倍
３５．２兆円

最大／最小：２．９倍
１１．１兆円

最大／最小：５．３倍
４．６兆円

最大／最小：１．８倍
２．６兆円

最大／最小：２．３倍
８．９兆円 １４

人口一人当たり税収額の指数（H23決算額）



１５

不交付団体 交付団体

歳入（Ａ）

地方消費税増加額（1.2％分）

歳入（Ａ’）

地方消費税増加額（1.2％分）

１兆３，１００億円　①

臨時財政対策債の減少
２，１００億円

△５，３００億円　②

① ＋ ② ＝ ７，８００億円

※上記②の減少に加え、地方交付税原資の増加に応じて臨時財政対策債が減少

歳出（Ｂ）

社会保障関係費の増加額

歳出（Ｂ’）

社会保障関係費の増加額

９００億円

　　　 　より交付・不交付団体に比例あん分した。

７，８００億円

（Ａ）－（Ｂ）＝１，２００億円 （Ａ’）－（Ｂ’）＝０

　注１： 交付団体における地方消費税増加額と社会保障関係費の増加額の差分は、従来ルールでは臨時財政対策特例加算と臨時財政

　注２： 社会保障関係費の増加額は、社会保障４経費における地方の負担割合等（平成23年12月「国と地方の協議の場」提出資料（総

　　　　 対策債で折半しているが、表上は簡略化のため、全て臨時財政対策債が減少するものとして表示した。

　　　 　務省、厚生労働省）等)に基づき、都道府県の歳出増加総額を消費税率に換算して０．３４％程度になると推計した上で、人口に

※地方消費税引上げ時点(平成26年度）で
臨時財政対策債は発行していない。

地方消費税引上げに伴う都道府県の歳入・歳出の変動についての試算

（H25.9.17 全国知事会 地方税財政制度研究会 報告書より）



１６-１（H25.9.17 全国知事会 地方税財政制度研究会 報告書より）



１６-２（H25.9.17 全国知事会 地方税財政制度研究会 報告書より）



国税と地方税の税源交換のイメージ（H25予算・地財ベース）

　　・所得税

【臨時財政対策債】

6.2 　　・法人税

　・法人住民税(2.5)
　　　（県　０．７、市町村 １．８）

　・法人事業税(4.1)

　　・消費税

14.6

11.9

注：国はH25当初予算、地方はH25地方財政計画（ただし、地方税の偏在度はH23決算数値）による。超過課税及び法定外税を含まない。

　　国税は地方法人特別税を除いた額、地方税は地方法人特別譲与税を加えた額である。

　  地方税の偏在度：各都道府県ごとの人口１人当たり税収額の最大値を最小値で割ったもの。

　・固定資産税　等

〈消費課税〉　              　２．７
(29.5%)
3.1

〈消費課税〉　　　　　　１０.６

　・地方消費税

〈そ の 他〉
(32%)
(25%)
0.7

〈そ の 他〉

　　・酒税、たばこ税等

特例加算等
６．３

(34%)
3.0

〈法人課税〉　　　　　　８．７〈法人課税〉　　　　　　　　　６．６

【地方税】　　３５．８
【地方交付税】
１７．１ 【国税】　　４５．１

〈個人課税〉                  　１１．９ 国税５税分
　１０．８ (32%)

4.4

〈個人課税〉　　　　　　１３．９

　・個人住民税　等

うち、地方法人特別譲与税 １．８

偏在度の大きな地方法人課税を交付税原資として活用
→ 地方消費税の増額分に対応し、

地方法人課税を法人税へ（2.6兆円）

〈偏在度 ５．３倍〉

〈偏在度 １．８倍〉

〈偏在度 ２．９倍〉

（単位：兆円）

偏在度の小さな消費税を地方税に

→ 交付税の原資となっている消費税分を
地方消費税に（2.6兆円＝税率１％相当）

同額（2.6兆円）を交換

△2.6

△2.6

＋2.6

＋2.6

１７（H25.9.17 全国知事会 地方税財政制度研究会 報告書より）



１８

Ⅱ 税制抜本改革の推進

３ 自動車取得税の見直し

自動車取得税については、平成25年度与党税制改正大綱において、消費税８％の段階でエコカー減税
の拡充などグリーン化を強化し、消費税10％の時点で廃止する方向で改革を行うことは明記する一方、
その代替財源については、消費税10％段階で自動車税において新たな課税を実施するなど、地方財政へ
は影響を及ぼさないとの方向が示されているものの、その具体的な措置が明記されていない。

自動車取得税は、道路特定財源として創設され、平成 21年度に一般財源化された以降も、それを大
きく上回る道路の維持・整備費の貴重な財源となっており、道路や橋梁、トンネルなどの老朽化に対す
る安全確保が求められる今日、都道府県及び市町村の重要税源として不可欠なものとなっている。

平成26年度税制改正に向けた検討にあたっては、地方団体の意見を十分踏まえ、都道府県及び市町村
に減収が生ずることのないよう、安定的な代替税財源の確保と自動車取得税の廃止を同時に実施すべき
である。

４ 自動車税等の見直し

自動車税及び軽自動車税の見直しにあたっては、グリーン化の推進の観点に加え、これらの税が地方
の主要税源であり、見直しによる地方財政への影響が大きいこと及び平成25年度与党税制改正大綱にお
いても、自動車取得税の抜本的改革にあたり、消費税10％段階で自動車税において、環境性能等に応じ
た課税を実施することとし、他に確保した安定的な財源と合わせて、地方財政へは影響を及ぼさないと
されていることとの関係等を十分に踏まえて、検討を進めるべきである。

（参考）消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について（平成25年10月1日 閣議決定）<抜粋>

４．消費税率引上げにあたっての対応 （５）住宅取得等に係る給付措置、車体課税の見直し
③ 車体課税の見直し
自動車取得税及び自動車重量税については、経済情勢に配慮する観点から、消費税率引上げの前後における駆け込み需要及び反動減の

緩和も視野に入れ、税制抜本改革法第７条第１号カに基づき、国及び地方を通じた関連税制の在り方の見直しを行い、安定的な財源を確
保した上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担の軽減、グリーン化を図る観点から、見直しを行う。

《 平成26年度税財政等に関する提案（H25.10全国知事会）（抜粋) 》



地方における道路関係費の財源構成 (H２３決算）

（兆円）
【歳出】 【財源内訳】

(４．２兆円） (４．２兆円）

　０．１　人件費・物件費

０．０６

　０．２　維持補修費

自動車取得税×0.3

普
通
建
設
事
業
費

１．８ １．２
補助・直轄等

０．７
単独

２．１
公債費

（H18決算仮置き）

２．１
公債費見合い
一般財源等

（H18決算仮置き）

０．６
国支出金等

１．０
地方債

０．３
一般財源等

０．３
一般財源等

（兆円）
【歳出】 【財源内訳】

(２．９兆円） (２．９兆円）

０．１２

０．３１
自動車重量譲与税

自動車取得税交付金
（自動車取得税×0.7)

普
通
建
設
事
業
費

１．１
０．４

補助・直轄等

０．６
単独

１．３
公債費

（H18決算仮置き）

１．３
公債費見合い
一般財源等

（H18決算仮置き）

０．３
維持修繕費

０．３
人件費・物件費 ０．５

一般財源等

０．３
国支出金等

０．４
地方債

０．４
一般財源等

都道府県 市町村

（総務省資料、「地方財政統計年報」より作成）
※　政府・与党において、平成20年12月8日に「道路特定財源の一般財源化等について」が決定され、平成21年度から実施された。

（注１）表示単位未満の四捨五入の関係で、積上げと合計が一致しない場合がある。

（注２）純計操作のため、都道府県から市町村への普通建設事業費補助金を都道府県決算から控除している。

富山県試算

１９



２０

Ⅱ 税制抜本改革の推進

５ 地球温暖化対策のための財源の確保

平成25年度与党税制改正大綱において、「森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に関する財源の
確保について早急に総合的な検討を行う」とされたことを踏まえ、今後の検討にあたっては、地球温暖
化対策に地方公共団体が果たす役割を適切に反映させる制度として、地球温暖化対策のための税の使途
を森林吸収源対策にも拡大するとともに、その一部を地方の役割等に応じた税財源として確保する仕組
みを構築すべきである。

（参考）平成22年10月28日政府税調提出資料「地球温暖化対策について」

平成22年度予算額

合計 約1兆6,400億円
（都道府県：約9,200億円、市町村：約7,200億円）

CO2、メタン、一酸化二窒素、
代替フロン等に関する対策
・公共交通機関の利用促進
・太陽光発電設備の導入促進
・家庭用廃食油の資源化の促進

約1兆1,400億円

温室効果ガス吸収源対策
・森林整備事業

約4,700億円

その他の対策
・温暖化対策地域推進計画の策定
・温室効果ガス排出量の調査、公表

約300億円

合計 約1兆6,400億円

平成22年度予算額

合計 約1兆1,284億円

京都議定書6%削減約束に
直接の効果があるもの

5,029億円

温室効果ガスの削減に
中長期的に効果があるもの

3,405億円

その他結果として温室効果ガスの削
減に資するもの

2,167億円

基盤的施策など 683億円

合計 1兆1,284億円

地方公共団体の地球温暖化対策 国の地球温暖化対策

地方は、国以上に、地球温暖化対策推進の上で大きな役割を担っている。

※ 総務省が予算額を調査し作成したもの。 ※環境省報道発表資料を基に総務省が作成したもの。

《 平成26年度税財政等に関する提案（H25.10全国知事会）（抜粋) 》



〔石 炭〕
〔天然ガス、石油ガス等〕 〔原油及び石油製品〕

石
油
石
炭
税
（
国
税
）

軽油引取税
【当分の間税率】

税率:17.1円／ℓ
税収:4,919億円

揮
発
油
税

【
当
分
の
間
税
率
】

地
方
揮
発
油
税

【
本
則
税
率
】

地
方
揮
発
油
税

【
当
分
の
間
税
率
】

地方揮発油税
（国税）

揮発油税
（国税）

軽油引取税
（地方税）

地球温暖化対策のための税

地球温暖化対策のための税（H24.10.1施行。税率は段階的に引上げ）

【経過措置】 石炭 ガス状炭化水素 原油・石油製品

H24.10.1  220円/t 260円/t 250円/kl
H26.  4.1 440円/t 520円/t         500円/kl
H28.  4.1 670円/t 780円/t 760円/kl

ＣＯ２排出量に応じた税率を上乗せ

軽油引取税
【本則税率】

税率:15.0円／ℓ
税収:4,314億円

揮
発
油
税

【
本
則
税
率
】

税率:24.3円／ℓ
税収:12,830億円

税率:24.3円／ℓ
税収:12,830億円

税率:4.4円／ℓ
税収:2,332億円

税率:0.8円／ℓ
税収:424億円

税率:700円／t 税率:1,080円／t
税率:2,040円／kℓ

税収:
6,500億円

税収:2,623億円（平年度）

〔石 炭〕税率:670円／t

※税収は、地球温暖化対策のための税を除き、
平成25年度予算・地方財政計画ベース

第三 検討事項
10 地球温暖化対策は、エネルギー起源ＣＯ２排出抑制対策と森林吸収源対策の両面から推進
する必要がある。このうち、エネルギー起源ＣＯ２排出抑制のための諸施策を実施する観点か
ら、地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例措置が講じられている。

一方、森林吸収源対策については、国土保全や地球温暖化防止に大きく貢献する森林・林業
を国家戦略として位置付け、ＣＯ２吸収源対策として造林・間伐などの森林整備を推進すること
が必要である。

このため、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税
法の一部を改正する等の法律」第７条の規定に基づき、森林吸収源対策及び地方の地球温暖
化対策に関する財源の確保について早急に総合的な検討を行う。

平成25年度与党税制改正大綱（抜粋）

税制の抜本的な改革及び関連する諸施策について（第７条関係）
１ 消費課税については、消費税率の引上げを踏まえて、次に定めるとおり検討すること。

ヲ 森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に関する財源確保について検討する。

消費税法改正法（概要）（抜粋）

〔天然ガス、石油ガス等〕税率:780円／t 〔原油及び石油製品〕税率:760円／kℓ
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Ⅱ 税制抜本改革の推進

６ 成長戦略の展開による地方財政への影響

成長戦略に基づく設備投資減税等が政府・与党において取りまとめられ、また与党税制改正大綱（平
成25年10月１日）においては、法人実効税率の在り方について、今後、速やかに検討を開始するとされ
ているところであるが、地方法人課税の税率引下げは地方財政に深刻な影響を与えるものであり、ま
た、国税である法人税についても、その一定割合が交付税原資であるほか、法人住民税法人税割の課税
標準でもあり、また法人事業税についても所得割の課税標準である所得等が法人税の所得の計算の例に
より算定されることから、その軽減による地方財政への影響が懸念されるところである。

このため、成長戦略に基づく投資減税や国・地方を通じた法人実効税率の引下げの検討等を行う場合
には、政策減税の大幅な見直しによる課税ベースの拡大や、他税目での増収策による代替措置により、
必要な地方税財源を確保することも併せて検討し、地方の歳入に影響を与えることのないようにすべき
である。

（参考）消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について（平成25年10月1日 閣議決定）<抜粋>

４．消費税率引上げにあたっての対応 （１）成長力底上げのための政策
② 投資減税措置等
「日本再興戦略」に沿って、民間投資を活性化するため、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」（平成25 年10 月１日）（以下

「与党税制改正大綱」という。）に基づき、以下の政策税制を実施する。
・先端設備の取得など生産性の向上につながる設備投資を促進する税制の創設、中小企業を支援する中小企業投資促進税制の拡充
及び企業の研究開発投資を促進する研究開発税制の拡充を行う。

第一 基本的考え方
法人課税については、企業の国際競争力や立地競争力の強化のため、国・地方を合わせた表面税率である法人実効税率を引き下げるべ

きとの意見がある。わが国が直面する産業構造や事業環境の変化の中で、法人実効税率引下げが雇用や国内投資に確実につながっていく
のか、その政策効果を検証する必要がある。表面税率を引き下げる場合には、財政の健全化を勘案し、ヨーロッパ諸国でも行われたよう
に政策減税の大幅な見直しなどによる課税ベースの拡大や、他税目での増収策による財源確保を図る必要がある。こうした点を踏まえつ
つ、法人実効税率の在り方について、今後、速やかに検討を開始することとする。

（参考）民間投資活性化等のための税制改正大綱（平成25年10月1日 自由民主党･公明党）<抜粋>

《 平成26年度税財政等に関する提案（H25.10全国知事会）（抜粋) 》



Ⅲ 基金事業等の取扱い

現在の緩やかな景気回復傾向を確かなものとし、地域経済を復調させるためには、引き続き、財政

的な下支えが必要であり、地方においては、安定的な雇用が十分に確保されていない状況であること

等に鑑み、今年度で期限切れとなる緊急雇用創出臨時特例基金はもとより、森林整備加速化・林業再

生基金や地域医療再生基金など既に設置されている基金についても、これらの基金が地域の経済、産

業、雇用などを下支えする効果があることを踏まえ、基金事業の進捗などに応じ、必要なものは基金

を増額し、事業期間も延長するとともに、地方の裁量による主体的かつ弾力的な取組みが可能となる

よう、要件の見直しを行うべきである。

あわせて、人口減少社会にあって、地域が有する多様な資源を有効に活用して産業振興と雇用の創

出を図り、地域経済を再生させるためには、地域産業を支える人づくりが急務となっているという認

識に立って、地方が地域経済再生の核となる人づくりを強力に推進できるよう、人材育成強化のため

の基金を新たに創設すべきである。さらに、女性の活躍促進による経済の活性化や、男女ともに働き

暮らしやすい社会の実現に向けて日本の未来を創る女性の活躍を応援するための基金も創設すべきで

ある。

また、経済活動の縮小や社会保障負担の増大など、近い将来国家的な危機を招きかねない少子化の

進行を食い止めるために、地方が地域の実情に応じて進めている独自の取り組みを加速化し、創意工

夫を活かした総合的な少子化対策を展開できるよう、自由度の高い基金を創設すべきである。
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（単位：億円）

H20 H21 H22 H23 H24 H25

2次補正
1次補正
2次補正

予備費
１次補正

1次補正
3次補正
4次補正

当初
予備費
1次補正

当初

1 地方消費者行政活性化基金 H21～25 150 110 65 5 330

2 安心こども基金 H20～25 1,000 1,700 1,000 1,270 1,811 6,781

3 介護職員処遇改善等臨時特例基金 H21～25 4,773 117 4,890

4 介護基盤緊急整備等臨時特例基金 H21～25 2,495 639 396 3,530

5 地域自殺対策緊急強化基金 H21～25 100 8 37 30 175

6 緊急雇用創出基金（※１） H21～25 1,500 4,500 2,000 2,000 1,800 11,800

7 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金（※２） H21～25 1,062 27 97 1,186

8 地域医療再生臨時特例基金（※２） H21～25 3,100 2,100 500 5,700

9 医療施設耐震化臨時特例基金（※２） H21～25 1,222 167 406 1,795

10 高校生修学支援基金 H21～26 486 599 1,085

11 森林整備加速化・林業再生基金 H21～26 1,238 155 1,443 915 3,751

12 海岸漂着物地域対策推進基金 H25～26 100 100

13 再生可能エネルギー等導入推進基金 H24～28 121 245 366

2,650 20,786 5,902 5,543 6,358 250 41,489

（※１）起業支援型地域雇用創造事業については、Ｈ２５までに開始した事業はＨ２６まで実施可能。

（※２）Ｈ２５までに開始した事業は、事業完了まで実施可能

各種交付金による基金一覧

合 計

国予算総額

事業期間
(見直し後)

合　計

基　　金　　名　等

２４



2.77

2.03

1.85

1.62
1.57

1.67

2.77

2.03

1.84

1.55

1.42 1.42

2.77

2.03

1.84

1.50

1.33
1.28

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

2010 2020 2030 2040 2050 2060

日本再生のための「人づくり」への重点投資に対する支援策について

○いわゆるアベノミクスにより、景気回復に向けた明るい兆しが
生まれているが、こうした効果は一部の分野にとどまり中小企
業には波及しておらず、未だ地域経済が活力を取り戻していな
い状況。

○地域経済を支えているのは地域で活動する「人」であり、地域
が有する多様な資源を有効に活用して産業振興と雇用の創出を
図り、地域経済を再生させるためには、地域産業を支える担い
手の育成はもちろんのこと、我が国の将来を担っていく「人づ
くり」を進めることが何よりも急務。

※緊急雇用創出基金（H21～25：1兆1,800億円）などがH25年度
末で終了

景気を支える人づくり

○合計特殊出生率が2060年度に1.60に収束するという高位推計でも、
高齢者一人を支える現役世代は約1.4人となり、1.35の中位推計では
約1.3人と世界に例の無い超高齢社会となる。

○現在の人口を維持できる2.07(人口置換水準)に回復できたと仮定し
ても、約1.7人で１人を支えなければならない極めて厳しい状況。

少子化対策の加速化・抜本改革

①人材育成強化のための基金 ・求職者や新卒者に対し、地方公共団体が研修・訓練を行い、即戦力となる人材を中小
企業に供給

・地域の多様な資源や特性を活かした新たな雇用の受け皿づくりを推進し、ＮＰＯ、コ
ミュニティビジネスを支援 等

②「日本の未来を創る女性活躍応援基金」 ・出産・育児・介護などの理由により退職した女性に対する復職支援 等

③「少子化危機突破基金」 ・結婚、妊娠、出産に関する相談・支援体制の整備

・育児軽減負担のための支援 等

３つの人づくりに重点 内 容

高齢者１人を支える現役世代の人数

合計特殊出生率
1.35のケース

合計特殊出生率
1.60のケース

合計特殊出生率
2.07のケース

(人)

(年度)

<高位推計>

<中位推計>

<人口置換水準>

【緊急雇用創出基金を活用して実施している事業例】
・新規学卒未内定者の計画的な人材養成を実施し、正社員登用を

促進する事業
・介護関係施設で職場訓練等を実施し、介護人材を確保する事業
・離職者を対象に重点成長分野の企業での訓練付雇用を実施し、

再就職を支援する事業
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